
様式第3号(第3条関係)

|‖慚

一

部　開　示　決　定　通　知　書

武 市企第　３　 ３　 陟

平成２６年

武雄市長　　樋　渡　啓

平成 ２６年４月３０日付けで請求のあっ た公文書の開示については、武雄

条例第9条第1項の規定により、次のとおり公文書の一部を開示することと決定したので

通知します、

公文書の件名
保存簿冊名「ICT街づくり推進事業」の全ての文書

糸平成26 年3月８目請求分「cheers 囗 チアーズhttp: バtakeo. cheers.」pﾉ）

に関する一切の文言」

平成26 年4月20「］請求分 「『 オープンデータシティ武雄の見える化とエ

コシステ ムによる農業活性化』の成果報告滌及び実績報告書若しくはそ

れらに類する文書」

にて、開示決定をしたもの及び期限特例を通知してい る文書を除く

開 示 の 日 時 開示文書郵送による

開 示 の 場 所 同Ｌ

公 文書 の一 部

を 不開 示 とす

る理由

武雄 市情報公開条例第7 条第2号の規定に該肖

(理由)

個人に関ずる情報であって、特定の個人が識別され得るもの

所　 管　 課 つながる部　 企画課　 企画係

電話番号(直通)0954  ― 23  ― 9 3 25

注I　 公文 書の開 示 を受け る 際には 、 二の 通知 書を 係 則 二提 示 してく だ さい、

２　指 定 され た公 文書の開 示の[] 時 に 支障 が ある とき は、あ ら かじ めそ の旨 を所 管課 に

連絡 して くだ さい、

３　 二の 決定 につい て 不服 があ る場 かには 、 この 決定 があっ た こ とを 知っ た 日の 翌 日か

ら 起 算して60 日以 内 に 武雄Ilf長に 対し て 異議巾 ヽyてをす る 二 とが で き ます( な お 、 二

の決 定があ っ たこ とを 知っ た 日内 翌 日か ら起 算して60 日以内 であ っ てＬ 、 二ぴ)決定 の

川の 翌｢| か ら 起 算 し て１年 を 経 過 十 る と 異議 中 在て を 十 ろ 二と が で き 々 く 六リ 」圭

卞　)

｣ 二面 決定に つい ては 、 二内決 定 囗l 記3 内 異議申 占ﾐてを した場 削 二あっ ては 、｀lj該 咒

議 申 ヽyて に 対十 る 決定 已 ゆダ バここ とをj･ll]つ だ 山ﾉ) 翌[];卜 ］とg算レ て6箇jl 以内 に 、武

翊巾 仝陂 片 として 旧 ねご 二お い て武 哺巾 仝代 表十ろ 剳Tt 、武 夘巾 長に々 り ま十　) 、処

す 川柚iljレ ノ)､訴えを 提･Ｗ十 る こ とｙ で き 七十 じこお 、 二の 決七;い､や=･つた こ とをjﾐ[レ バ气

1凵･佶爿に らヽ 起 凉して(ぶi り以 内 で､で･イJ･て 岾　 二面決 定･ﾉ川.ﾉ.り割 に･ヽ ､ｙ Ｗ豚し厂コ 年士

祥 逎十 る ヅ 慰分内 収消 し内 訴えを 提･ぱ十 ろ 二 回いでき 々く べ･リミ卞　 Ｊ
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